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電子出願の概要 

 

 

１．手続の体系 

  特許庁への出願等の手続は、自宅や会社等のパソコンからオンラインで行う方法（電子手続）と

書面（特許庁へ提出（持参又は郵送））で行う方法があります。 

 

 

 

 

 

 

 

２．電子手続の現状 

  特許庁では、１９９０年（平成２年）１２月より電子手続を開始し、２００５年（平成１７年）

１０月からインターネット回線を利用した電子手続を開始しました。高速回線を利用することで、

高速な通信、大容量データの送受信が可能になりました。 

 

→ オンラインシステムを使用して行うことができる手続は、第一章第二節 オンラインシステ

ムを使用して行う手続 を御参照ください。 
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